
■「うしづま水辺の楽校世話人会」
平成27年に河川協力団体に指定

＜活動内容＞
水辺の楽校の運営
施設及び堤防・高水敷の除草清掃
ホタルの再生 など

⇒令和５年度は、新たに地域外からの
ボランティア参加の受け入れを予定

令和５年度 牛妻地区における水辺利用の取組みについて

■概 要
・地域のボランティア団体「うしづま水辺の楽校世話人会」の運営で開校
・安倍川の自然や川の危険性などを子どもたちに伝える、河川環境学習の場
・平成21年度の開校以降、年間約2万人の利用者が訪れている

■令和５年度の開催予定

①オープン ７月17日（月・祝）

②開校期間 ７月23日（日）～ ８月27日（日）
※月曜は休校、お盆期間中の8月14日（月）は開校

１.うしづま水辺の楽校の開催について
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【取組みの背景】

・うしづま水辺の楽校は、平成21年より開校を継続しており、地域外からも
利用者が集まる人気のイベントとして定着している。

・世話人会による草刈り等の維持管理費を捻出するため、例年の水辺の楽校
開催期間中に世話人会が売店を運営し、食品等の販売を実施してきた。

・令和２年～４年は、新型コロナにより水辺の楽校の開催が中止となり、
資金の確保が課題となっている。

問題点 ①河川区域内では商売が禁止されている

②売店実施にあたり世話人会の負担が大きい
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２.都市・地域再生等利用区域の指定に向けた取組みについて

■平成23年に国が「河川空間のオープン化」の制度を創設

⇒ 水辺の楽校のスタート時には、オープン化の制度が無く、
現状は「河川空間のオープン化」の制度に則していないため、
行政の支援も困難な状況となっている。

制度に則り、売店以外の収入やイベントの継続に向けた対応が必要
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（河川空間のオープン化）
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（１）本日

（３）Ｒ５。11月

社会実験の
実施

（２）Ｒ５。７月～
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令和５年度 牛妻地区における水辺利用の取組みについて

３.今後の取組みの流れ

制度に則り、今後も地域主体による水辺の利用を促進していくため、
「都市・地域再生等利用区域」の指定に向けた取組みを実施する。

（１） 第１回「牛妻地区水辺利用調整協議会」（５月23日）

・水辺利用についての地域の合意形成の場となる協議会を設立
・今後の取組方針について確認

（３） 第２回「牛妻地区水辺利用調整協議会」（11月下旬頃）

・社会実験の取組結果の報告
・水辺利用による地域活性化の方針（利用範囲や実施内容等）を決定

⇒ 協議会において「地域の合意」を確認

（２） 社会実験による収益事業の試行 （７月17日～８月27日）

・水辺の楽校開校期間中において、売店やスポンサー看板の設置等を実施
・利用者ニーズの把握や運営側の課題整理、

イベント等による収益と年間の運営費用の状況を確認
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令和５年度 牛妻地区における水辺利用の取組みについて

（４）「都市・地域再生等利用区域」の指定 （令和６年３月末頃）

・静岡市から河川管理者（国）に対し、指定の要望を提出
・河川管理者（国）が「都市・地域再生等利用区域」の指定・公表

（５） 占用許可の申請・使用契約の締結 （区域の指定後）

・静岡市から河川管理者（国）に対し、河川占用許可を申請
・占用主体となる静岡市と運営者（世話人会等）の間で使用契約を締結

（６） 制度に則ったイベント等の実施 （令和６年度～）

・うしづま水辺の楽校やしずなか桜公園での季節のイベントなど、
制度に則って、地域主体による牛妻地区の水辺利用を開始

・「牛妻地区水辺利用調整協議会」を適宜開催し、水辺の利用に関する検討
調整を継続的に実施
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